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防災用自家発電設備を設置し、使用するまでに行う、消防機関への一連の届出手続
について教えてください。

消防法令では防火対象物の関係者に対し、次の届出手続きを義務づけています。

　１　設置に関する届出等

　　（1）�設備の設置届出
　自家発電設備が消防用設備等の非常電源として設置される場合、消防機関への設置の届出は、設置
される消防用設備等の届出の中で行われる。
　設置に関する届出の種類としては、消防法令で定められた全国一律のものと、各地方自治体が条例
で定めたものとがある。

　　【法令による届出】
　　①　工事整備対象設備等着工届

　消防用設備等の工事については、工事着手の10日前までに設備等の種類、工事の場所その他必要な
事項を消防機関に届け出なければならない。
　工事の対象となる消防用設備等に自家発電設備等の非常電源が附置される場合は、着工届出書に「関
係設備共通の非常電源関係図書」を添付することが義務づけられている。

注�　複数の着工届に添付される図書のうち、次に掲げるものは、1つの着工届に代表して添付す
ることで、個々の消防用設備等の着工届出書への添付が省略できることとされている。
・付近見取図
・意匠図（建築平面図、断面図、立面図等）
・関係設備共通の非常電源関係図書
・防火対象物の概要図�

　　②　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届
　消防機関の検査を受けなければならない防火対象物に消防用設備等を設置した場合、設置に係る工
事が完了した日から4日以内にその旨を消防機関に届け出なければならない。
　当該消防用設備等に非常電源として自家発電設備が設置されている場合は、添付図書として消防用
設備に関する図書の他に、「非常電源（自家発電設備）試験結果報告書」の提出が義務づけられている。

　　【条例による届出】
　　①　電気設備設置（変更）届

　火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、発電設備（常用、非
常用とも）、蓄電池設備等の電気設備を設置しようとするときは、あらかじめその旨を消防機関に届け
出なければならない。�
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　　（2）�危険物に関する届出
　自家発電設備は燃料として危険物（石油類）を使用することから、危険物に関する規制を受け、その
取扱量により次の認可申請又は届出が必要となる。
　このうち、「危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書」は、消防法で規定されており全国同一で
あるが、「少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱届出書」は、各地方自治体の火災予防条例で定められて
いるため、自治体によっていくらかの相異がある。

　　　　・危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書
　　　　　取扱量が消防法に定める指定数量以上となる場合
　　　　・少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱届出書
　　　　　取扱量が消防法に定める指定数量の1/5以上指定数量未満の場合

　　（3）�設置工事完了時の確認事項
　自家発電設備の設置工事が完了した場合、防火対象物の関係者は当該自家発電設備が技術上の基準
に従って設置されているか否かを確認することが必要である。
　この確認のための試験については、消防用設備等及び非常電源のそれぞれの種類ごとに定められた
試験基準に基づき行い、自家発電設備については「非常電源（自家発電設備）試験基準」により行うこと
とされている。
　また、この試験結果の報告は、消防用設備等及び非常電源のそれぞれの種類ごとに定められた報告
書を用いて行い、自家発電設備については「非常電源（自家発電設備）試験結果報告書」に試験結果を記
載し、上記（1）②の消防用設備等設置届に添付することで行うこととされている。

　２　消　防　検　査

　自家発電設備の設置の届出が消防機関に行われると、設置された自家発電設備が技術上の基準に適合
しているかどうかの消防検査が、「非常電源（自家発電設備）試験基準」等に基づき行われるれる。
　検査の結果、技術上の基準に適合していると認められれば、当該消防機関から消防用設備等検査済証
が交付され、使用できることになる。
　なお、自家発電設備を含め消防用設備等について、各設備の登録認定機関が設備等技術基準の一部に
適合していることを認定し、当該技術基準に適合している旨の表示が付されているものについては、消
防機関による検査において、設備等技術基準の一部に適合するものと見なしても差し支えないこととさ
れている。

自家発電設備の
登録認定機関

登録認定の対象設備
認定された設備に付する
登録認定マーク

社団法人
日本内燃力発電設備協会

自家発電設備
（消防法施行規則第12条第1項第4号ロ
に規定する自家発電設備をいう。）
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　３　自家発電設備の工事着工から使用開始までの消防機関への届出手続フロー


